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第１２２回 八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会会議録 

 

開催日時 平成 29 年 12 月 15 日（金） 午前 10 時 00 分から午後 12 時 8 分 

開催場所 八王子市役所 本庁舎 事務棟３階 特別会議室   

出席者氏名 

（審議会） 

 

橋本基弘会長、水野義嗣副会長、池水大委員、岡島政吉委員、加藤隆

之委員、上條弘次委員、竹原佳津枝委員、土門洋介委員、廣元洌委

員、宮内宏委員、村上康二郎委員、山本法史委員、 

出席者氏名 

（事務局） 

成田俊雄総務課課長、高山公男同課主査、野間口寛同課主任、西本竜

敏同課主事、小山真里奈同課主事    

出席者氏名 

（説明者） 

宮澤雅記公園課主査、福田直樹同課主事、佐藤晴久スポーツ施設管理

課課長、白石利和同課課長補佐兼主査、太田浩市中央図書館館長、樋

口勉同館主査 

欠席者氏名 鬼島秀敏委員、近藤わかな委員 

議  題 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 審議事項 

ア 八王子市立都市公園における防犯カメラについて 

イ 八王子市総合体育館における防犯カメラについて 

ウ 中央図書館における防犯カメラについて 

（2） 報告事項 

ア 個人情報を取り扱う事務の届出について 

イ 公文書公開請求に対する存否応答拒否について 

（3） その他 

公開・非公開の

別 
公開。ただし、（1）のア、イ、ウ（2）のイは非公開   

傍聴者の数 なし 

配布資料 1 第 122回八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会次第 

2 審議事項アの資料 

3 審議事項イの資料 

4 審議事項ウの資料 

5 報告事項アの資料 
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6 報告事項イの資料 

 

【橋本会長】  おはようございます。 

 お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。ただいまから122回の八王

子市情報公開・個人情報保護運営審議会を開催いたします。 

 本日は、鬼島委員と近藤委員から欠席の連絡が入っておりまして、宮内先生がまだです

けれども、12人の出席が予定されております。従いまして、定足数を満たしておりますの

で、この会議は適法に成立してございます。 

 審議会は、原則として公開でございますが、本日の全ての審議事項、それから報告事項

イにつきましては、附属機関及び懇談会等に関する指針によりまして、非公開事項と定め

られている行政運営及び個人情報に関する案件でございますので、非公開とさせていただ

きたいと思います。 

 なお、これらの審議を除きまして、申請がありましたら傍聴を許可したいと思いますけ

れども、よろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

 ありがとうございます。 

 それでは、審議に先立ちまして、会議録署名委員の指名をいたします。 

 会議録署名委員は名簿順としておりますので、本日は廣元委員にお願いするということ

になってございますので、よろしくお願いいたします。 

【○○委員】  はい。 

【橋本会長】  それでは、次第に従いまして審議事項に入りたいと思います。 

 審議事項は、「諮問第138号について」を議題といたします。 

 審議に先立ちまして、諮問の要旨について、説明を事務局からお願いいたします。 

【高山主査】 初めに、審議会での審議について御説明をいたします。 

 本市が定めます個人情報保護条例におきまして、個人情報を取り扱う上で審議会に意見

を聴くと規定したものに該当しますときは、市長は本審議会の会長へ諮問をし、御審議を

いただいているところです。 

 御審議いただきました結果を、市長に対しまして本審議会の会長が答申することとして

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日、３件の諮問がございます。また、２件の報告事項がございますので、あわせて御
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審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。 

 まず、１枚目、本日の次第でございます。本日、審議事項が３件ございまして、一つ目

の資料、赤のインデックスで、一番上に資料アとお示ししたものです。その下に赤のイン

デックスで公園一覧、運用基準、仕様、撮影範囲、要綱と付いている資料になります。 

 二つ目の資料です。赤のインデックス、一番上に資料イとお示ししたものです。その下

に赤のインデックスで、位置図、運用基準、仕様、設置場所、撮影範囲、設置表示、要綱、

契約書、条例、前回答申、意見書と付いております。 

 三つ目の資料です。赤のインデックスで、一番上に資料ウとお示ししたものです。その

下に赤のインデックスで、位置図、運用基準、仕様、設置場所、撮影範囲、設置表示、要

綱と付いております。 

 四つ目の資料ですが、青のインデックス、上から報告ア、報告イとお示ししたものをお

手元にお配りしております。 

 最後、インデックスはございませんが、冊子で、表紙に八王子市個人情報保護条例と記

載されたものをお配りしております。 

 お配りしている資料は以上でございますが、確認はよろしいでしょうか。 

 なお、先ほど会長からお話がありましたとおり、本日の審議事項全て及び報告事項イに

つきましては、非公開の案件となります。このため、お配りいたしました資料は、審議会

終了後、回収させていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 審議会の審議についての説明は以上になります。 

 では、審議事項の説明をさせていただきます。 

 

   

 

 

審議事項のア、「八王子市立都市公園における防犯カメラについて」は、八王子市情報

公開条例第 8条第 6 号アにより非公開 

審議事項のイ、「八王子市総合体育館における防犯カメラについて」は、八王子市情報

公開条例第 8条第 6 号アにより非公開 
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 それでは、以上で審議事項を終えまして、報告事項に入りたいと思います。 

 まず、報告事項ア、「個人情報を取り扱う事務の届出について」、これについてお願い

します。 

【西本主事】  それでは、報告事項ア、「個人情報を取り扱う事務の届出について」報

告いたします。 

 個人情報保護条例第８条第１項及び第３項におきまして、実施機関が個人情報を取り扱

う事務を開始、変更及び廃止する際には、市長に対する届出義務が規定されております。 

 本件は、同条第４項に基づき、各実施機関からの届出に関する事項を審議会へ報告する

ものです。 

 報告資料アを御覧ください。前回の審議会以降、実施機関から開始の届出が２件、変更

の届出が１件ございました。 

 まず、変更については、表の一番上に記載があるファミリーサポートセンター事業です。

平成28年４月１日付で所管が子育て支援課から子ども家庭支援センターに変更がありまし

たので、その届出でございます。 

 次に、開始の２件でございますが、まず、表の２番、国民健康保険の保健事業事務でご

ざいますが、本件は、前回の審議会で議論いただきました答申第137号に基づき実施する

事務でございます。国保データベースシステムを通じ、国民健康保険事業所管課において、

介護保険事業所管課が保有する要介護認定情報等を目的外利用することで、国保データに

介護データを合わせた分析を行い、地域や個人の健康状況の特徴や問題を明確化すること

で、効率的かつ効果的な保健事業を実施・評価するものです。 

 最後に表の３番、空き家活用等による「東京クラインガルテン」実現方策検討調査にお

けるアンケート調査です。「東京クラインガルテン」とは、都市生活者による東京的な農

地や農的な緑空間の利活用を民間活力等により推進する手段のことです。本件は、八王子

市において、空き家活用等による農地活用について、共通課題認識を有する八王子市と東

京都が連携し、農地の利活用、農的緑地の整備の実現を図ろうとするもので、市内の農地

審議事項のウ、「中央図書館における防犯カメラについて」は、八王子市情報公開条例

第 8条第 6号アにより非公開 
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所有者を対象にアンケート調査を実施するものです。 

 事務局からは以上です。 

【橋本会長】  はい、ありがとうございます。何か御質問等ありますでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

【○○委員】  では、１点、すみません。 

【橋本会長】  どうぞ、はい。 

【○○委員】  平成28年４月１日のものが、今出てきたのはどういう事情なのか、一応

説明していただけますか。 

【西本主事】  これは、所管が届出を漏らしていたということで、今回の報告になりま

した。申し訳ございません。 

【○○委員】  これは、余計なことかもしれませんが、割と少ないように見えるのは、

中核市になるときに大幅に見直したので、非常に少なくなっていると、こういう理解でよ

ろしいのですか。そういうわけではないのですか。 

【高山主査】  今回が少なかっただけだと思います。 

【○○委員】  分かりました。 

【橋本会長】  一応、報告事項ということですので、よろしくお願いいたします。 

 もう一件、報告事項がございますが、イ、「公文書公開請求に対する存否応答拒否につ

いて」の御報告でございます。これも事務局からよろしくお願いいたします。 

 

   

 

 

   続きまして、その他でありますけども、事務局から何かございますでしょうか。 

【成田課長】  １点、お話がございます。現在、市議会定例会を開催している最中です

が、市議会で質問がありましたので、御紹介をさせていただきます。本審議会で答申をい

ただき、答申に基づいて進めております事務について、目的外利用に問題があるのではな

いかと質問がありました。これは、そもそも包括外部監査において指摘を受けました事務

ですが、介護事業の事務におきまして、課税情報を得るにあたり、本審議会から目的外利

報告事項のイ、「公文書公開請求に対する存否応答拒否について」は、八王子市情報公

開条例第 8条第１号により非公開 
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用の答申を受けておりますので、本人からは同意を得ず、事前に課税情報を調べておりま

した。この事務処理について、包括外部監査からの指摘があったのですが、事前に同意を

得ずに、審議会から答申を得ていることを理由に、課税情報を調べてしまうのは問題では

ないかということでした。この指摘事項について、議員から質問があったところです。当

該事務において、本人から申請を受ける段階で、直接同意を得る機会があるのですが、本

人からの同意を得る以前に、課税情報を目的外で利用してしまっている。これは審議会か

ら答申を得ているからといって、そこまでやっていいのかと言われたところです。これに

ついて委員の皆様から御意見をいただきたかったのですが、お時間がないので、また、次

回の審議会において、お願いしようと考えております。 

【橋本会長】  そうですね、改めてお話をしましょう。 

【成田課長】  また詳細は、改めてお示ししたいと思います。 

【橋本会長】  はい。資料を用意していただいて、それで御意見をいただいた方がよろ

しいのかなと思います。 

 ほかはいかがですか。よろしいでしょうか。 

【○○委員】  些細なことなのですが、議事録についてです。皆さんがよろしいという

ことであれば、私だけそうしてほしいというつもりはないですが、議事録の確認のため、

議事録案を送ってきたときに、遅く送ってくるのは全然構わないのですが、自分の発言だ

けを見て直してほしいと言われて、自分の発言の部分だけの議事録を送られてくるのです

ね。ほぼ記憶に何もないので、残念ながら無理ですよ。できれば、全部を送っていただき

たいのですが。全体がないと、私は自分の発言を思い出すことができないですね。皆さん

が、今のままでいいとおっしゃるのであれば、それはそれで私は反対しませんので、自分

だけ全部送ってほしいとは言いません。先生方の意見で決めていただいていいのですが。 

【橋本会長】  これは、実は私も同じことを考えておりまして、できれば全て送ってい

ただいて確定していただいた方が、より議事録としては正当なものになるのかなと思いま

すので、今後はお願い申し上げます。 

【高山主査】  はい、そのようにいたします。 

【○○委員】  その場合に、電子ファイルも送っていただけると自分の発言を検索でき

るので、全部自分の発言を探すというのは、ものすごく大変なのですよ。だから、メール

で電子ファイルも送っていただけるとすごく助かるという気がいたします。 

【高山主査】  はい、暗号化したパスワードがついたデータで送ることになります。 
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 データは皆様、御希望ということでしょうか。 

【○○委員】  私は紙で結構です。 

【○○委員】  私は両方欲しいのですけど、欲しい者が欲しいと言えばいいのでしたら、

そういうふうにしていただければ。 

【高山主査】  では、メールであればすぐ対応できますので、御希望があれば個別に御

依頼ください。 

【○○委員】  その分量にもよると思うのですよね。どさっと来て探すというのが大変

だと思えば、お願いするということでよろしいですかね。 

【高山主査】  はい。 

【橋本会長】   前回は46ページにわたりますので、これはもうデータの方が見やすい

かなという気もします。 

【高山主査】  基本的には一律紙ベースで全文を送るということで対応させていただき

ます。 

【橋本会長】  はい、分かりました。 

【○○委員】  欲しければ、ここにメールをしてくださいと、一筆書いておいていただ

けると助かります。 

【高山主査】  ○○委員にはメールをお送りします。 

【○○委員】  はい、分かりました。恐れ入ります。 

【橋本会長】  あとは次回の日程でございますか。 

【高山主査】  では、次回の日程を調整させていただきます。前回の審議会で日程調整

につきましては複数候補日を挙げて、その中で調整した方がいいのではという御意見をい

ただいておりますので、事前に会長と調整をいたしまして複数日挙げさせていただきます。

次回は６月を予定しておりますが、６月13日、水曜日、15日、金曜日、20日、水曜日、22

日、金曜日。13日、20日の水曜日、15日、22日の金曜日、どちらも３時から、15時からを、

予定しておりますが、現在で既に差し支えのある方はおられますか。 

【○○委員】  私は、水曜日は差し支えがあります。 

【高山主査】  はい。では、15日か22日の金曜日になりますが、よろしいですか。 

【高山主査】  よろしいですか。では、先の15日の金曜日で設定をさせていただければ

と思います。では、次回は６月15日、金曜日の午後３時から、６月15日、金曜日、15時か

らを予定させていただきます。近くになりましたら、お知らせをいたしますが、６月15日
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の御予定を確保していただけるようお願いいたします。 

【橋本会長】  はい、ありがとうございました。 

 それでは、長時間にわたり御審議いただき、ありがとうございました。これで終了いた

します。どうもありがとうございました。 

 

 

第122回八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会会議録は上記のとおりであり、 

事実と相違ないことを認めます。 

                  八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会 

                        廣  元    洌 

                                   


